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犬山市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整

に関する条例

（目的）

第１条 この条例は、産業廃棄物等関連施設の設置に係る計画の事前

公開等に関し必要な事項を定めることにより、産業廃棄物等関連施

設の設置に係る紛争の予防及び調整を図ることを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。

(1) 産業廃棄物等関連施設 産業廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第２条第４項に規定す

る産業廃棄物をいう。以下同じ。）及び汚染土壌（土壌汚染対策

法（平成１４年法律第５３号）第１６条第１項に規定する汚染土

壌をいう。以下同じ。）の分別、保管、収集、運搬、再生、処分

等の処理の事業の用に供する施設のうち、規則で定めるものをい

う。

(2) 産業廃棄物等関連施設の設置 産業廃棄物等関連施設を新たに

設置し、又は規則で定める変更をすることをいう。

(3) 事業者 産業廃棄物等関連施設の設置をしようとする者をいう。

(4) 関係地域 産業廃棄物等関連施設の設置に伴い、環境の保全上

の支障が生ずるおそれがある地域として、第６条第１項の規定に

より市長が設定する地域をいう。

(5) 関係住民 関係地域内に住所を有する者、関係地域内で事業活

動を行う者、関係地域内の利水を管理する者その他規則で定める

利害関係を有する者をいう。

(6) 紛争 産業廃棄物等関連施設の設置に伴い生ずるおそれのある

環境の保全上の支障に関して、関係住民と事業者との間で生ずる

争いをいう。
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（市の責務）

第３条 市は、紛争の予防に努めるとともに、紛争が生じたときは、

迅速かつ適正に調整を図るものとする。

（事業者及び関係住民の責務）

第４条 事業者は、産業廃棄物等関連施設の設置に当たっては、関係

地域の環境の保全に十分配慮するとともに、関係住民との良好な関

係を保ち、紛争を未然に防止するよう努めなければならない。

２ 事業者及び関係住民は、相互の立場を尊重し、紛争が生じたとき

は、自主的に解決するよう努めるとともに、紛争の予防及び調整に

関して市が行う施策に協力するよう努めなければならない。

（事業計画書等の提出）

第５条 事業者は、規則で定めるところにより、産業廃棄物等関連施

設の設置に係る計画（以下「事業計画」という。）について、次に

掲げる事項を記載した事業計画書（以下「事業計画書」という。）

を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏

名

(2) 産業廃棄物等関連施設の設置の場所

(3) 産業廃棄物を処理する産業廃棄物等関連施設にあっては、次に

掲げる事項

ア 産業廃棄物等関連施設の種類

イ 産業廃棄物等関連施設において処理する産業廃棄物の種類

ウ 産業廃棄物等関連施設の処理能力

エ 産業廃棄物等関連施設の位置、構造等の設置に関する計画

オ 産業廃棄物等関連施設の維持管理に関する計画

カ 最終処分場（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭

和４６年政令第３００号）第７条第１４号に規定する最終処分

場をいう。）にあっては、災害防止のための計画

(4) 汚染土壌を処理する産業廃棄物等関連施設にあっては、次に掲

げる事項



3

ア 産業廃棄物等関連施設の種類、構造及び処理能力

イ 産業廃棄物等関連施設において処理する汚染土壌の特定有害

物質（土壌汚染対策法第２条第 1 項に規定する特定有害物質を

いう。）による汚染状態

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

２ 事業計画書には、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物等

関連施設の設置が周辺地域の環境に及ぼす影響についての調査の結

果並びに当該調査の結果に基づく環境の保全のための措置及びその

予想される効果を記載した書類（以下「環境保全対策書」という。）

を添付しなければならない。

３ 事業者は、規則で定める区域内に当該産業廃棄物等関連施設の設

置をする場合には、前項の環境保全対策書と併せて、騒音に関する

自主規制目標値その他規則で定める事項を記載した環境保全のため

の目標等の遵守を内容とする誓約書（以下「遵守誓約書」という。)

を市長に提出しなければならない。

（関係地域の設定）

第６条 市長は、事業計画書、環境保全対策書及び遵守誓約書（以下

「事業計画書等」という。）の提出があった場合は、関係地域を設

定しなければならない。この場合において、必要があると認めると

きは、犬山市産業廃棄物等対策委員会（第２３条第１項に規定する

犬山市産業廃棄物等対策委員会をいう。以下同じ。）の意見を聴く

ことができる。

２ 市長は、関係地域を設定したときは、速やかに、事業者に通知す

るものとする。

（告示及び縦覧）

第７条 市長は、前条第２項の規定による通知をしたときは、速やか

に、関係地域、縦覧場所その他規則で定める事項を告示するととも

に、事業計画書等を当該告示の日から３０日間規則で定める場所に

おいて縦覧に供しなければならない。
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（周知計画書の提出）

第８条 事業者は、第６条第２項の規定による通知を受けたときは、

関係住民を対象とした事業計画についての説明会（以下「説明会」

という。）の開催に関する事項その他の規則で定める事項について

記載した書類（以下「周知計画書」という。）を、速やかに、市長

に提出しなければならない。

（説明会の開催）

第９条 事業者は、正当な理由がある場合を除き、第７条に規定する

縦覧期間内に、周知計画書に基づき、規則で定めるところにより、

関係地域内において説明会を開催しなければならない。この場合に

おいて、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、

関係地域以外の地域において開催することができる。

２ 市長は、事業者が正当な理由がなく説明会を開催しないときは、

当該事業者に対し、期限を付して、説明会を開催するよう求めるも

のとする。

３ 事業者は、第１項の規定による説明会の開催のほか、事業計画書

等について、その概要を記載した書類の配布その他の方法により、

関係住民に対し周知に努めなければならない。

４ 事業者は、周知計画書に基づき関係住民に対し事業計画書等につ

いて周知を図ったときは、その実施状況について、規則で定めると

ころにより、市長に報告しなければならない。

（追加説明会の開催）

第１０条 市長は、前条第４項の規定による報告を受けた場合におい

て、さらに関係住民への周知が必要であると認めるときは、市長が

指定する期間内に追加説明会の開催を指示することができる。

２ 第８条及び前条の規定は、前項の追加説明会の開催について準用

する。

（意見書の提出）

第１１条 事業計画書等について、環境の保全上の見地から意見を有

する関係住民は、第７条の告示の日から、縦覧期間満了の日の翌日
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から起算して２週間を経過する日（同条の規定による縦覧期間満了

の日までに説明会又は追加説明会が終了しない場合にあっては、当

該説明会又は追加説明会が終了した日の翌日から起算して２週間を

経過する日）までに、規則で定めるところにより、意見書を市長に

提出することができる。

２ 市長は、前項の意見書の提出があったときは、速やかに、その写

しを事業者に送付するとともに、送付した日の翌日から２週間縦覧

に供しなければならない。

（見解書の提出）

第１２条 事業者は、前条第２項の規定による意見書の送付を受けた

ときは、当該意見書の送付を受けた日の翌日から２週間以内に、規

則で定めるところにより、当該意見書に対する見解を記載した見解

書を作成し、市長に提出しなければならない。

２ 事業者は、前項の見解書の提出後、正当な理由がある場合を除き、

規則で定めるところにより、関係住民に対し、その見解書について

周知をしなければならない。

３ 事業者は、前項の規定により、関係住民に対し見解書について周

知を図ったときは、その実施状況について、規則で定めるところに

より、市長に報告しなければならない。

４ 市長は、第１項の見解書が提出されたときは、その写しを見解書

が提出された日の翌日から２週間縦覧に供しなければならない。

（意見の調整）

第１３条 市長は、第１１条第１項の意見書及び前条第１項の見解書

に十分配慮し、関係地域の環境の保全上の見地から必要があると認

めるときは、関係住民及び事業者間の意見の調整を行うことができ

る。

２ 市長は、前項の意見の調整を行うときは、必要に応じて、犬山市

産業廃棄物等対策委員会の意見を聴くことができる。

（環境保全協定の締結）

第１４条 事業者は、第５条から前条までに規定する手続を経た上で、
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当該産業廃棄物等関連施設の設置に係る法令等に基づく許可、認可

等の申請又は届出をしようとする前までに、事業計画の実施に係る

環境保全に関する協定（以下「環境保全協定」という。）を関係地

域の地元組織等の代表者と締結するものとする。ただし、市長が特

別の理由があると認めるときは、この限りでない。

２ 事業者は、環境保全協定を締結しようとするときは、その内容を

事前に市長に届け出なければならない。

３ 事業者は、環境保全協定を締結したときは、速やかに、市長に報

告しなければならない。

（事業計画書等の変更の届出等）

第１５条 事業計画書等又は周知計画書を提出した事業者は、当該事

業計画書等又は周知計画書の内容を変更しようとするときは、その

旨を市長に届け出なければならない。

２ 第５条から前条までの規定は事業計画書等の内容の変更（軽微な

変更その他の規則で定める変更を除く。）について、第８条から第

１２条までの規定は周知計画書の内容の変更（軽微な変更その他の

規則で定める変更を除く。）について準用する。

（事業計画の廃止の届出等）

第１６条 事業計画書等を提出した事業者は、当該事業計画を廃止し

ようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届

け出なければならない。

２ 前項の規定による届出を行った事業者は、遅滞なく、当該事業計

画を廃止した旨を関係住民に周知しなければならない。

（あっせん）

第１７条 事業者又は関係住民は、紛争が自主的な解決に至らなかっ

たときは、規則で定めるところにより、市長にあっせんの申請をす

ることができる。

２ 市長は、前項の申請があった場合において、この条例に規定する

手続きを誠実に遵守していない者からの申請であるときその他その

性質上市があっせんを行うことが適当でないと認めたときを除き、
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あっせんを行うものとする。

３ 市長は、当事者間のあっせんを行い、双方の主張の要点を確かめ、

紛争が解決されるよう努めるものとする。

４ 市長は、第２項の規定によりあっせんを行うときは、犬山市産業

廃棄物等対策委員会に諮問するものとする。

（あっせんの打切り）

第１８条 市長は、あっせんに係る紛争について当事者があっせんに

応じないとき又は紛争の解決の見込みがないと認めるときは、犬山

市産業廃棄物等対策委員会の意見を聴いた上で、あっせんを打ち切

るものとする。

２ 市長は、あっせんを打ち切ったときは、その旨を当事者に通知す

るものとする。

（環境保全誓約書）

第１９条 前条第１項の規定によりあっせんを打ち切った場合におい

て、環境保全協定を締結できないことが事業者の責めに帰さない理

由によるときは、事業者は、規則で定めるところにより、環境保全

に関する誓約書（以下「環境保全誓約書」という。）を市長及び関

係地域の地元組織等の代表者に提出しなければならない。

２ 事業者は、前項の規定により関係地域の地元組織等の代表者へ環

境保全誓約書を提出したときは、市長に報告しなければならない。

３ 事業者は、環境保全誓約書において、遵守誓約書に係る内容を変

更するときは、その内容を市長に届け出なければならない。

（勧告）

第２０条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める

場合は、当該事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告する

ことができる。

(1) 産業廃棄物等関連施設の設置をしようとしていることが確実で

あると認められるにもかかわらず、事業計画書若しくは環境保全

対策書の提出をせず、又は虚偽の事業計画書若しくは環境保全対

策書の提出をしたとき。
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(2) 第９条第２項の規定により市長が開催するよう求めた説明会を

正当な理由がなく開催しないとき。

(3) 正当な理由がなく期限内に第１２条第１項の見解書を市長に提

出しないとき。

（命令及び公表）

第２１条 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が正当な理

由がなくその勧告に従わない場合は、必要な措置を講ずるよう命ず

ることができる。

２ 市長は、事業者が前項の命令に従わないときは、規則で定める方

法により、当該命令を受けた事業者の氏名又は名称（法人にあって

は、代表者氏名を含む。）、住所、違反の事実その他規則で定める

事項を公表することができる。

３ 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、犬山市行

政手続条例（平成１２年条例第１号）第１３条第１項第２号の規定

により、当該事業者に弁明の機会を付与しなければならない。

（報告及び立入検査）

第２２条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、規則で定

めるところにより、事業者に対し必要な報告を求め、又は職員を産

業廃棄物等関連施設の設置の場所若しくは当該産業廃棄物等関連施

設に係る関係書類の保管場所に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件

又は産業廃棄物若しくは汚染土壌の処理の状況を検査させることが

できる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書

を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認めら

れたものと解釈してはならない。

（犬山市産業廃棄物等対策委員会）

第２３条 第６条第１項、第１３条第２項、第１７条第４項及び第１

８条第１項の規定による市長の諮問等に応じ、調査審議するため、

犬山市産業廃棄物等対策委員会（以下「委員会」という。）を置く。
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２ 委員会は、委員５人以内で組織する。

３ 委員は、廃棄物の処理又は環境の保全に関し学識経験のある者そ

の他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。

５ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な

事項は、規則で定める。

（委任）

第２４条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則

で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２８年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際、現に愛知県知事へ産業廃棄物等関連施設の

設置の許可申請が行われている場合は、この条例の規定は適用しな

い。

（犬山市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正)

３ 犬山市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例（昭和３１年条例第１７号）の一部を次のように改正する。

別表中

「

」

３７ 子ども・子育

て会議委員

日額 ７，２００ 〃

３８ 前記以外の特

別職の委員

上記の特別職の職員の報酬及び費用

弁償の額と均衡を考慮し、任命権者

が市長と協議して定める額
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を

「

」

に改める。

３７ 子ども・子育

て会議委員

日額 ７，２００ 〃

３８ 産業廃棄物等

対策委員会委員

日額 ７，２００ 〃

３９ 前記以外の特

別職の委員

上記の特別職の職員の報酬及び費用

弁償の額と均衡を考慮し、任命権者

が市長と協議して定める額


